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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第27号）

短時間労働者の雇用管理の改善等の促進を図るため、通常の労働者と同視すべき短時間労
働者に対する差別的取扱い禁止の対象者を拡大する等の所要の措置を講ずる。

＜平成26年4月16日成立、23日公布＞

① 通常の労働者と差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の範囲を拡大する。

【現行】 「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」：（1）職務の内容が通常の労働者と同一、（2）人材活用の仕組みが通常の労働者と同一、
（3）無期労働契約を締結している

【改正後】 （1） 、（2）が同一であれば、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に該当し、差別的取扱いが禁止される。

② 短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮
して、不合理と認められるものであってはならないと規定する。

１．短時間労働者の均等・均衡待遇の確保

① 短時間労働者を雇い入れたときは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容について、事業主が説明する
義務を導入する。

２．短時間労働者の納得性を高めるための措置

① 雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、
事業主がこれに従わなかったときは、事業主名を公表することができる規定等を創設する。

② 指定法人（短時間労働援助センター）の指定は平成23年に廃止され、現在、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助に係
る業務は都道府県労働局が実施していることから、関係規定を削除する。

３．その他

【施行期日】 公布の日（平成26年４月23日）から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日



パートタイム労働法の概要と見直しのポイント

・昇給、賞与等の有無について、文書の交付等による明示義務

・パートタイム労働者からの求めがあった場合の待遇に関する説明義
務

・正社員と同視すべきパートタイム労働者（※）について差別的取扱い
禁止

※職務内容が同一、人材活用の仕組みが同一、無期労働契約、の３要件を満
たす者

無期要件を削除＝有期契約労働者も対象に 拡充

・虚偽報告等に対する過料の創設

・都道府県労働局で、助言、指導、勧告

・その他のパートタイム労働者にも、賃金の決定や教育訓練等につい
て、就業実態に応じて正社員と均衡のとれた待遇の確保に努めるこ
とを義務づけ

１ 労働条件の文書交付・説明義務 ２ 均等・均衡待遇の確保の促進

・雇入れ時に雇用管理改善の措置について説明義務

・相談窓口を設置し、周知する義務

新設

新設

・正社員との待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他
の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならない旨を
規定

新設

３ 通常の労働者への転換の促進

・正社員への転換を推進するための措置を事業主に義務づけ

４ 苦情処理・紛争解決援助

・苦情の自主的な解決に努めることを義務づけ

・都道府県労働局長による紛争解決援助、調停 ・勧告に従わない場合の企業名公表制度の創設

５ 実効性の確保

新設

新設

パートタイム労働者＝正社員より所定労働時間の短い者

パートタイム労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、
パートタイム労働者の納得性の向上、正社員との均等・均衡待遇の確保、正社員への転換の推進等を図る法律

（前回改正平成１９年）












